
手話はこれを使用する者にとって日常生活・社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段 

手話に関する施策を総合的に推進 

 

① 手話の習得・使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とする者・手話を使用する者の意思が尊重

されるとともに、手話の習得・使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備が 

図られるようにする 

②  手話が長年にわたり受け継がれてきたものであり、かつ、手話により豊かな文化が創造されてきたことに鑑み、

手話文化の保存・継承・発展が図られるようにする  

③ 全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するよう、手話に関する国民の理

解と関心を深めるようにする 

 

                

 

 

 

※施行期日：令和７年６月 25日 

⑥ その他の手話の習得の支援（11条） 
 

 

 

国・地方公共団体は、手話に関する施策を総合的に策定・実施する責務を有する 

① 手話を必要とするこどもの手話の習得の支援（６条） 
                           
 

 

〇こども・保護者に対する手話に関する情報提供等 
〇乳幼児期におけるこどもの心身の発達に応じた手話
の学習機会の提供、学校の授業等の教育活動における
こどもの心身の発達に応じた手話の学習機会の提供 

〇保護者・家族に対する手話の学習機会の提供等 

② 学校における手話による教育等（７条） 
                           
 

 

○手話の技能を有する教員、手話通訳を行う者、手話に
関する必要な支援を行う者等が適切に配置されるよ
うにするための取組の推進、手話を使用した教材の提
供 

○手話の技能を有する教員の養成のための大学・教員養
成機関による取組の促進、教員に対する手話を使用し
た指導方法に関する研修の実施 

○手話を使用するこどもが学校生活で手話を自由に使
用できる環境の整備 

○手話通訳を行う者の確保のための大学等による取組
の促進 

③ 大学等における配慮（８条） 
                           
 

 
④ 職場における環境の整備（９条） 

                           
 

 

○手話を適切かつ円滑に使用できる職場環境の整備の
ための事業主による取組の促進のための情報提供等 

⑤ 地域における生活環境の整備等（10条） 
                           
 

 

○地域で手話を使用して日常生活・社会生活を円滑に営
むことができる環境の整備 

○災害等の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあ
る場合に安全を確保するための手話による情報提供 

 

⑦ 手話文化の保存・継承・発展（12条） 
                           
 

 
○文化芸術活動・スポーツ・レクリエーションを通じて
手話文化の保存・継承・発展が図られるようにするた
めの取組 

○手話に関する国民の理解と関心を深めるための広報
活動・啓発活動の充実 

○学校教育で手話に関する理解と関心を深めるための
学校教育で利用できるノウハウに関する情報提供、児
童生徒等に対する手話の学習機会の提供 

⑨ 手話の日（14条） 
                           
 

 
⑩ 人材の確保等（15条） 

                           
 

 

〇手話に関する専門的な知識・技能を有する人材（手話
通訳を行う者など）の安定的な確保・養成・資質の向
上のための研修の機会の確保、適切な処遇の確保 

⑪ 調査研究の推進等（16条） 
                           
 

 

○手話文化に関する調査研究の推進、情報収集・提供 
○手話の習得のためのカリキュラムの開発、手話によ
る円滑な意思疎通を図るための先端的な技術（デジ
タル技術など）を活用した機器等の開発、手話の習
得・使用に関する調査研究等の推進・成果の普及 

⑫ 国際交流の推進（17条） 
                           
 

 

○手話を使用する者の国際的交流の支援 
○手話文化に関する情報交換等の活動の支援 
 

⑬ 手話を使用する者等の意見の反映（18条） 
                           
 

 

○９月 23 日を「手話の日」とする 

手話文化：手話及び手話による文化的所産 
                           

 

 

 

○障害者基本計画・都道府県障害者計画・市町村障害者計画〔いずれも障害者基本法に基づき策定〕への反映（４条） 

○手話に関する施策の実施に必要な財政上の措置・法制上の措置等を講ずる（５条） 

〇施行後おおむね５年を目途として、この法律の施行状況等を勘案して検討を加える（附則２項） 

手話に関する施策の推進に関する法律（手話施策推進法）概要 
（令和７年法律第78号） 

目的（１条） 

基本理念（２条） 

国・地方公共団体の責務（３条） 

基本的施策（６条～18 条） 

⑧ 国民の理解と関心の増進（13 条） 

mitsuya-hidekazu
テキストボックス
資料２



手話に関する施策の推進に関する法律 

（令和七年法律第七十八号） 

目次 

 第一章 総則（第一条―第五条） 

 第二章 基本的施策（第六条―第十八条） 

 附則 

   第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活

を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段であることに鑑み、手

話の習得及び使用に関する施策、手話文化の保存、継承及び発展に関する施

策並びに手話に関する国民の理解と関心の増進を図るための施策（以下「手

話に関する施策」という。）に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公

共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項

を定めること等により、他の関係法律による施策と相まって、手話に関する

施策を総合的に推進することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 手話に関する施策は、次に掲げる事項を旨として行われなければなら

ない。 

一 手話の習得及び使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要と

する者及び手話を使用する者の意思が尊重されるとともに、手話の習得及

び使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境

の整備が図られるようにすること。 

二 手話が長年にわたり受け継がれてきたものであり、かつ、手話により豊

かな文化が創造されてきたことに鑑み、手話文化（手話及び手話による文



学、演劇、伝統芸能、演芸その他の文化的所産をいう。以下同じ。）の保

存、継承及び発展が図られるようにすること。 

三 全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現

に資するよう、手話に関する国民の理解と関心を深めるようにすること。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、手話に関する施

策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（障害者基本計画等との関係） 

第四条 政府が障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第十一条第一項

に規定する障害者基本計画を、都道府県が同条第二項に規定する都道府県障

害者計画を、市町村が同条第三項に規定する市町村障害者計画を策定し、又

は変更する場合には、それぞれ、当該計画がこの法律の規定の趣旨を踏まえ

たものとなるようにするものとする。 

（財政上の措置等） 

第五条 政府は、手話に関する施策を実施するため必要な財政上又は法制上の

措置その他の措置を講じなければならない。 

 

   第二章 基本的施策 

（手話を必要とするこどもの手話の習得の支援） 

第六条 国及び地方公共団体は、手話の習得についての理解に資するよう、手

話を必要とするこども及びその保護者に対する手話に関する情報の提供、相

談及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、手話を必要とするこどもがその希望により手話を

習得することができるよう、乳幼児期においてその心身の発達に応じて手話

を学習することができる機会の提供、学校（学校教育法（昭和二十二年法律

第二十六号）第一条に規定する学校（大学及び高等専門学校を除く。）及び



就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成十八年法律第七十七号）第二条第七項に規定する幼保連携型認定こど

も園をいう。次条において同じ。）の授業その他の教育活動においてその心

身の発達に応じて手話を学習することができる機会の提供その他の手話の習

得の支援のために必要な施策を講ずるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、手話を必要とするこどもの手話の習得に資するよ

う、その保護者及び家族が手話を学習することができる機会の提供、これら

の者に対する手話に関する相談及び助言その他の必要な施策を講ずるものと

する。 

（学校における手話による教育等） 

第七条 国及び地方公共団体は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、手話を使

用するこどもが在学する学校において、その意向ができる限り尊重されつつ

手話による教育を受けることができるよう、手話の技能を有する教員、手話

通訳を行う者、手話に関する必要な支援を行う者等が適切に配置されるよう

にするための取組の推進、手話を使用した教材の提供その他の必要な施策を

講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策の実施に資するため、手話の技能を有

する教員が養成されるようにするための大学及び教員養成機関による取組の

促進、手話を使用するこどもが在学する学校の教員に対する手話を使用した

指導方法に関する研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、手話を使用するこどもが学校生活において手話を

自由に使用することができる環境の整備が図られるよう必要な施策を講ずる

ものとする。 

（大学等における配慮） 

第八条 国及び地方公共団体は、大学等（学校教育法第一条に規定する大学及

び高等専門学校並びに専修学校、各種学校その他の同条に規定する学校以外



の教育施設で学校教育に類する教育を行うものをいう。以下この条において

同じ。）において手話を使用する者に対しその意向ができる限り尊重された

適切な教育上の配慮がなされるよう、手話通訳を行う者の確保のための大学

等による取組の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（職場における環境の整備） 

第九条 国及び地方公共団体は、手話を使用する者を雇用し、又は雇用しよう

とする事業主における手話を使用する者が手話を適切かつ円滑に使用するこ

とができる職場環境の整備のための取組が促進されるよう、事業主に対する

情報の提供、相談及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（地域における生活環境の整備等） 

第十条 国及び地方公共団体は、手話を使用する者が地域において手話を使用

して日常生活及び社会生活を円滑に営むことができる環境の整備が図られる

よう必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、手話を使用する者が災害その他非常の事態が発生

し、又は発生するおそれがある場合においてその安全を確保するため必要な

情報を迅速かつ確実に取得することができるよう、手話による情報の提供そ

の他の必要な施策を講ずるものとする。 

（その他の手話の習得の支援） 

第十一条 国及び地方公共団体は、第六条に定めるもののほか、音声言語を習

得した後に音声言語による意思疎通を行う上での困難を有することとなった

者であって手話を必要とするものその他手話を必要とする者がその希望によ

り手話を習得することができるよう、手話に関する情報の提供、相談及び助

言、手話を学習することができる機会の提供その他の手話の習得の支援のた

めに必要な施策を講ずるものとする。 

（手話文化の保存、継承及び発展） 

第十二条 国及び地方公共団体は、手話文化の保存、継承及び発展が図られる



よう必要な施策を講ずるものとする。 

２ 前項の施策には、文化芸術活動、スポーツ及びレクリエーションを通じて

手話文化の保存、継承及び発展が図られるようにするための取組が含まれる

ものとする。 

（国民の理解と関心の増進） 

第十三条 国及び地方公共団体は、手話に関する国民の理解と関心を深めるよ

う、手話に関する広報活動及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずる

ものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、学校教育において手話に関する理解と関心が深め

られるよう、学校教育において利用できる効果的な手法に関する情報の提

供、児童、生徒等が手話を学習することができる機会の提供その他の必要な

施策を講ずるものとする。 

（手話の日） 

第十四条 国民の間に広く手話に関する理解と関心を深めるようにするため、

手話の日を設ける。 

２ 手話の日は、九月二十三日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、手話の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施

されるよう努めるものとする。 

（人材の確保等） 

第十五条 国及び地方公共団体は、手話通訳を行う者その他の手話に関する専

門的な知識及び技能を有する人材の安定的な確保、養成及び資質の向上のた

め、研修の機会の確保、適切な処遇の確保その他の必要な施策を講ずるもの

とする。 

（調査研究の推進等） 

第十六条 国は、手話文化の保存、継承及び発展に資するよう、手話文化に関

する調査研究の推進、情報の収集及び提供その他の必要な施策を講ずるもの



とする。 

２ 国は、手話の習得のための効果的な手法の開発、手話による円滑な意思疎

通を図るためのデジタル技術その他の先端的な技術を活用した機器等の開

発、手話の習得及び使用に関する調査研究等の推進並びにその成果の普及の

ために必要な施策を講ずるものとする。 

（国際交流の推進） 

第十七条 国は、手話に関する国際交流を推進するため、手話を使用する者の

国際的交流の支援、手話文化に関する情報の交換等の活動の支援その他の必

要な施策を講ずるものとする。 

（意見の反映） 

第十八条 国は、手話に関する施策の策定及び実施に資するよう、手話を使用

する者その他の関係者の意見を聴き調査審議を行う等、その意見を国の施策

に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則  

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

（検討） 

２ この法律の規定については、この法律の施行後おおむね五年を目途とし

て、その施行の状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められると

きは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  

 



手話で共に暮らす長浜市手話言語条例 

       

手話は、音声言語とは異なる言語であり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現

する言語です。ろう者は、他者とコミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合

うため、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として、手話を大切に育ん

できました。  

しかしながら、かつて手話が言語として認められず、その使用が禁止されていた時期が

あるなど、ろう者は、様々な場面で、多くの不便や不安を感じながら生活してきました。 

その後、障害者の権利に関する条約（平成 26 年条約第１号）や障害者基本法（昭和 45

年法律第 84 号）において、手話は言語として位置付けられましたが、手話が言語である

との認識は広く共有されている状況ではないことから、手話に対する長浜市民の理解を深

めるとともに、手話を普及して使用しやすい環境を整備していくことが重要です。 

長浜市は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に関する施策を推進し、長浜市民

が手話の理解と広がりをもって地域で支え合うとともに、長浜市民と長浜市を訪れた人を

含むみんなの心を通わせる豊かな共生社会を実現するため、この条例を制定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解の促進、手話の

普及及び手話を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民、

ろう者及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を総合的かつ計画

的に推進し、もって全ての者が共生することのできる地域社会を実現することを目的と

する。 

（定義）  

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 市民 市の区域内に居住する者、通勤する者又は通学する者をいう。 

(2) ろう者 手話を使用して、日常生活又は社会生活を営む全ての者（手話を使用する

ろう児及び盲ろう者を含む。）をいう。 

(3) 事業者 市内において、事業を行う個人及び法人その他の団体をいう。 

（基本理念）   

第３条 手話への理解の促進及び手話の普及並びに手話の獲得及び習得に関する施策は、

次に掲げる事項を基本として行わなければならない。 

(1) ろう者が、自立した日常生活を営み、全ての市民と相互に人格及び個性を尊重し合

いながら、心豊かに共生することができる地域社会の実現を目指すものであること。 

(2) 手話が言語であることを認識し、ろう者が、手話でコミュニケーションを図りやす

い環境を構築するものであること。 

参考資料１ 
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(3) ろう者は、手話によりコミュニケーションを円滑に図る権利を有し、その権利は尊

重されるものであること。 

（市の責務）   

第４条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、国、

県その他の関係機関及び手話に関わる団体と連携することにより、ろう者が、手話によ

るコミュニケーションを図ることができ、自立した日常生活又は地域における社会参加

ができるように必要な施策を推進するものとする。   

２ 災害が発生した場合において、市は、ろう者に対し、適切に情報を提供するとともに、

意思疎通の支援に必要な措置を講ずるものとする。 

（市民等の役割） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、手話への理解を深め、手話に関する市の施策に協

力するよう努めるものとする。 

２ ろう者、手話通訳者等の手話を使用する者は、基本理念にのっとり、手話の普及に努

めるものとする。 

３ 事業者は、基本理念にのっとり、ろう者が利用しやすいサービスの提供及び働きやす

い環境の整備に努めるものとする。 

（施策の推進方針の策定） 

第６条 市は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するための方針（次項において

「推進方針」という。）を策定するものとする。 

(1) 手話への理解の促進及び手話の普及を図るための施策 

(2) 手話による意思疎通又は情報を得る機会の拡大のための施策 

(3) コミュニケーションの手段として手話を選択することが容易にでき、かつ、手話を

使用しやすい環境を構築するための施策 

(4) 手話通訳者の確保及び養成をはじめとする手話による意思疎通支援者のための施策 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策 

２ 市は、推進方針の策定に際し、必要に応じ、ろう者その他の関係者の意見を反映させ

るために必要な措置を講ずるものとする。 

（財政措置）   

第７条 市は、手話に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努め

るものとする。   

（委任）   

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。   

附 則   

この条例は、令和５年４月１日から施行する。   
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手話で共に暮らす長浜市手話言語条例に規定する施策を推進するための方針 

 

 基本理念にのっとり、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、

条例第６条第 1項に基づく推進方針を次のとおり定めます。 

 

１ 手話への理解の促進及び手話の普及を図るための施策 

（１）施策の基本的方向 

市は、市民及び事業者等への手話への理解の促進及び手話の普及を推進

していくため、手話に親しみ、手話への関心を高めるための啓発に取り組

みます。 

（２）推進施策 

    市は、施策の基本的方向に基づき、次のとおり施策を推進します。 

 ア 手話の普及啓発及び理解の広がりの仕組みづくりについて、関係団体と

協働して進めます。 

 イ 手話が言語として認識され、手話やろう者について市民の理解が深まる

よう、各種イベント、広報、ホームページ等を活用し、手話に関する広報・

周知に努めます。 

  ウ リーフレット等を作成し、手話への関心を高めるための啓発活動に取

り組みます。 

２ 手話による意思疎通又は情報を得る機会の拡大のための施策 

（１）施策の基本的方向 

音声言語により提供されている行政情報等について、手話による情報

の取得ができる環境を整備します。 

（２）推進施策 

市は、施策の基本的方向に基づき、次のとおり施策を推進します。 

  ア 手話による市政に関する情報提供に努めます。 

  イ 手話通訳者を派遣するなど、ろう者が安心して社会参加できる環境づ

くりを進めます。 

  ウ 市役所窓口において、ろう者が行政手続きを円滑に行えるよう必要な

対応を行います。 

  エ 災害時の意思疎通支援に必要な体制の整備等に努めます。 

 

３ コミュニケーションの手段として手話を選択することが容易にでき、かつ、

手話を使用しやすい環境を構築するための施策 

（１）施策の基本的方向 

手話は言語であり、ろう者は手話により円滑にコミュニケーションを

参考資料２ 
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図る権利を有することを認識し、日常生活において手話が使いやすい環

境づくりを進めます。 

（２）推進施策 

    市は、施策の基本的方向に基づき、次のとおり施策を推進します。 

  ア 手話を使用する市民が、行政サービスを利用する際に、手話を使いやす

い環境づくりを進めるため、市職員に対する手話に関する研修会を実施

します。 

  イ 市内の事業所に対して、手話やろう者の理解が広まるように、リーフレ

ットの配布や研修会の支援を行います。 

  ウ 情報機器等を活用した遠隔手話通訳サービス、電話リレーサービス等

の普及啓発を行い、利便性の向上に努めます。 

 

４ 手話通訳者の確保及び養成をはじめとする手話による意思疎通支援者のた

めの施策 

（１）施策の基本的方向 

ろう者が日常生活又は社会生活を営むうえで、特に正確な情報が必要

な時又は自らの意思を正確に伝える時は、手話通訳者を介して意思疎通

を図っており、手話通訳者は重要な役割を担っています。市は、その重要

性を認識し、高度な技術を有する手話通訳者の確保及び養成に努めます。 

（２）推進施策 

市は、施策の基本的方向に基づき、次のとおり施策を推進します。 

ア 手話に関する施策が円滑に実施できるよう、市の専任手話通訳者の確保

に努めます。 

  イ 手話奉仕員養成講座をはじめとした、手話を学ぶ機会の充実を図りま

す。 

  ウ 手話通訳に関する資格取得の支援に努めます。 

 

５ 市長が必要と認める施策 

   その他、条例の目的を達成するため必要な施策を講ずるものとします。 
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手話で共に暮らす長浜市手話言語施策ロードマップ 

  

手話施策を総合的かつ計画的に実施するため、ロードマップを作成します。 

 

１ ロードマップの位置付け 

（１） 手話言語施策ロードマップとは 

このロードマップは、手話で共に暮らす長浜市手話言語条例※（以下「条例」と

いいます。）第６条に基づき、施策の推進方針を策定しており、それを実現するため、

市が実施している・実施を検討している施策をまとめたものです。 

 

（２） ロードマップの対象期間 

 このロードマップの期間は、令和５年度から令和８年度（令和９年 3 月 31 日）

までです。 

 ただし、本市を取り巻く社会経済状況の変化や、当事者の方との協議、施策の推

進状況などを踏まえ、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 実施する／実施を検討する各取り組み 

（１） 手話への理解の促進及び手話の普及を図るための施策 

 R５ R６ R７ R８ R９ R10 R11 

長浜市しょうがい福祉プラン        

アクションプラン        

長浜市手話言語施策 
ロードマップ 

       

取組内容 
スケジュール 

～Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

イベントの開催  実施    

広報誌「広報ながはま」【特集号】  特集頁    

広報誌「広報ながはま」【連載】      

ホームページ・ＳＮＳ等の活用      

パンフレット等の作成  作成   更新 

国スポ・障スポＰＲ動画      

手話出前講座の実施 
      

目標 ― 5件 5件 5件 5件 

計画期間 

計画期間 
 

計画期間 
 

計画期間 
 

参考資料３ 

-5-



 

 

 

※１ 市内小学校 23校、中学校 10校、小中一貫校 2校  

 

（２） 手話による意思疎通や情報を得る機会の拡大のための施策 

 

 

 

 

 

 

※もしもしメール、FAX１１９、ネット１１９、110番アプリシステムの活用を促

進するための啓発も実施 

 

（３）コミュニケーションの手段として手話を選択することが容易にでき、かつ手話を使

用しやすい環境の構築のための施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）手話通訳者の確保及び養成をはじめとする手話による意思疎通支援者に関する施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市職員へのワンポイント 

手話講座 

      

目標 ― ５回 12回 12回 12回 

小中学校への出前講座の 

実施（※１） 

      

目標 ― ５校 １０校 10校 10校 

取組概要 
スケジュール 

～Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

意思疎通支援者の派遣      

遠隔手話サービスの実施      

災害時避難所における情報提供      

取組概要 
スケジュール 

～Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

職員向け出前講座の実施      

 目標 ― 3回 3回 3回 3回 

電話リレーサービスの普及促進 
     

事業所等への啓発 
     

取組概要 
スケジュール 

～Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

手話奉仕員養成講座（入門課程）      

の実施 目標 ― 40人 30人 30人 30人 

手話奉仕員養成講座（基礎課程）      

の実施 目標 ― ― 15人 15人 15人 

手話奉仕員養成講座修了者のスキ

ルアップ研修 

     

資格取得者への助成      

 目標 ― ― 2人 2人 2人 
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３ ロードマップの点検・評価 

   このロードマップに沿って取り組みを進めるため、「長浜市手話施策推進会議」を活用

し施策の推進状況の点検及び評価等を行います。 

そのため、年度初めに前年度の取組みの評価を行い、現行施策の見直し改善を図りま

す。また、今年度の目標を定め事業を実践します。中間期に次年度の計画を立案し、有効

性・効率性の高い施策実現を目指します。 

 
 4月 5月 6月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 

内容 

            
前年度 

評価等 

次年度 

計画等 
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